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施 設 無 料 化 制 度
　障害や難病をお持ちの方の社会参加を支援するため、対象となる社会教育施設や社会体育施
設などの利用料を免除しています。

○個人利用の場合（施設利用時に手帳や受給者証、無料パスを提示してください）
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）、
特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証をお持ちの方及びその介護者※（介
護者は障害者等と同数）
　※介護を行わない付添人は免除の対象になりません。

○団体利用の場合
　障害者等の社会参加を目的とし、無料で開催する催事の主催者

　制度の利用にあたり、希望者には「藤枝市施設利用無料パス」を交付しています。
　下記のいずれかをお持ちのうえ、市役所自立支援課又は岡部支所にお越しいただくか、直接
対象施設へお越しください。※無料パスの発行は藤枝市民に限ります。

身体障害者手帳

　自立支援課　障害福祉係　電話　６４３－３２９４　　FAX　６４４－２９４１

【対象者】

【無料パスの交付申請】

　下記の理由により無料パスの対象でなくなった場合は、返還してください。
【無料パスの返還】

【問い合わせ先】

 • 市外へ転出した場合
 • 手帳、受給者証の期限が過ぎている場合
 • 手帳、受給者証の対象者が死亡した場合
 • 障害の軽減で手帳、受給者証の対象でなくなった場合
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施 設 無 料 化 制 度
　障害や難病をお持ちの方の社会参加を支援するため、対象となる社会教育施設や社会体育施
設などの利用料を免除しています。

○個人利用の場合（施設利用時に手帳や受給者証、無料パス、ミライロIDを提示してください）
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）、
特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証をお持ちの方及びその介護者※（介
護者は障害者等と同数）
　※介護を行わない付添人は免除の対象になりません。

○団体利用の場合
　障害者等の社会参加を目的とし、無料で開催する催事の主催者

　制度の利用にあたり、希望者には「藤枝市施設利用無料パス」を交付しています。
　下記のいずれかをお持ちのうえ、市役所障害福祉課又は岡部支所にお越しいただくか、直接
対象施設へお越しください。※無料パスの発行は藤枝市民に限ります。

身体障害者手帳

　障害福祉課　障害福祉係　電話　６４３－３２９４　　FAX　６４４－２９４１

【対象者】

【無料パスの交付申請】

　下記の理由により無料パスの対象でなくなった場合は、返還してください。
【無料パスの返還】

【問い合わせ先】

 • 市外へ転出した場合
 • 手帳、受給者証の期限が過ぎている場合
 • 手帳、受給者証の対象者が死亡した場合
 • 障害の軽減で手帳、受給者証の対象でなくなった場合
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施 設 無 料 化 制 度
　障害や難病をお持ちの方の社会参加を支援するため、対象となる社会教育施設や社会体育施
設などの利用料を免除しています。

○個人利用の場合（施設利用時に手帳や受給者証、無料パスを提示してください）
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）、
特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証をお持ちの方及びその介護者※（介
護者は障害者等と同数）

　※介護を行わない付添人は免除の対象になりません。

○団体利用の場合
　障害者等の社会参加を目的とし、無料で開催する催事の主催者

　制度の利用にあたり、希望者には「藤枝市施設利用無料パス」を交付しています。
　下記のいずれかをお持ちのうえ、市役所自立支援課又は岡部支所にお越しいただくか、直接
対象施設へお越しください。※無料パスの発行は藤枝市民に限ります。

身体障害者手帳

　自立支援課　障害福祉係　電話　６４３－３２９４　　FAX　６４４－２９４１

【対象者】

【無料パスの交付申請】

　下記の理由により無料パスの対象でなくなった場合は、返還してください。
【無料パスの返還】

【問い合わせ先】

 • 市外へ転出した場合
 • 手帳、受給者証の期限が過ぎている場合
 • 手帳、受給者証の対象者が死亡した場合
 • 障害の軽減で手帳、受給者証の対象でなくなった場合
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施 設 無 料 化 制 度
　障害や難病をお持ちの方の社会参加を支援するため、対象となる社会教育施設や社会体育施
設などの利用料を免除しています。

○個人利用の場合（施設利用時に手帳や受給者証、無料パス、ミライロIDを提示してください）
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）、
特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証をお持ちの方及びその介護者※（介
護者は障害者等と同数）

　※介護を行わない付添人は免除の対象になりません。

○団体利用の場合
　障害者等の社会参加を目的とし、無料で開催する催事の主催者

　制度の利用にあたり、希望者には「藤枝市施設利用無料パス」を交付しています。
　下記のいずれかをお持ちのうえ、市役所障害福祉課又は岡部支所にお越しいただくか、直接
対象施設へお越しください。※無料パスの発行は藤枝市民に限ります。

身体障害者手帳

　障害福祉課　障害福祉係　電話　６４３－３２９４　　FAX　６４４－２９４１

【対象者】

【無料パスの交付申請】

　下記の理由により無料パスの対象でなくなった場合は、返還してください。
【無料パスの返還】

【問い合わせ先】

 • 市外へ転出した場合
 • 手帳、受給者証の期限が過ぎている場合
 • 手帳、受給者証の対象者が死亡した場合
 • 障害の軽減で手帳、受給者証の対象でなくなった場合

公の施設における障害者等の無料利用対象施設一覧

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

施　設　名
入館料（個人利用）対象施設

対象となる場所
使（利）用料（主に団体利用）対象施設

対象となる場所
市立小中学校（校舎･柔剣道場・屋内運動場・
運動場・運動場夜間照明施設）

岡部支所分館

勤労青少年ホーム

瀬戸谷地区交流センター（藤の瀬会館と重複）
稲葉地区交流センター
藤枝地区交流センター
藤枝地区交流センター西館
葉梨地区交流センター
広幡地区交流センター
西益津地区交流センター
青島南地区交流センター
青島北地区交流センター
高洲地区交流センター
大洲地区交流センター

瀬戸谷総合管理センター（藤の瀬会館）　
大久保グラススキー場
大久保キャンプ場
陶芸センター
瀬戸谷屋内競技場（スポーツ・パル高根の郷）

各交流センター、岡部分館支所の
　学習室、研修室、研究室、イベントホール、
　集会室、大会議室
　料理実習室、調理室、和室、アトリエ、
　工芸室　　　　　　　　　　　　　等

各小中学校の
　武道場
　屋内運動場

藤枝市葉梨西北活性化施設

藤枝市朝比奈農村環境改善センター

加工体験室
集会室
加工体験室
多目的ホール
農産加工兼調理実習室
和室研修室、農事研修室、営農推進室

体育館
集会室
作法室、調理室　 

生涯学習センター
会議室、視聴覚室
ホール、展示ロビー
和室、調理室、工芸室

市民ホールおかべ ホール、会議室

文化センター 会議室
大小ホール

藤枝市郷土博物館・文学館 博物館・文学館

（入場無料）

主家歴史資料館

トレーニング室

壁打ち

個人使用

トレーニング室

講座学習室、特別展示室、講座視聴覚室
市民ギャラリー、展示室

国史跡志太郡衙資料館 映像学習室

岡部宿大旅籠柏屋

藤枝市民会館 ホール、会議室

藤枝市民体育館
競技場
卓球場
会議室

藤枝市武道館 道場
会議室

藤枝勤労者体育館
体育室
卓球室
小会議室

藤枝市民岡部体育館 体育館

藤枝市民グラウンド 野球場、サッカー場

藤枝市民テニス場 テニスコート
会議室

藤枝市民岡部テニス場 テニスコート

藤枝市民西益津温水プール　
藤枝市民大洲温水プール

プール
プール、トレーニング室

スキー、スクーター、バギー、リフト

陶芸センター

プール
プール、会議室

大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場 占用使用

藤枝市福祉センター（きすみれ） 高草の間
会議室、調理室

学習室、イベントホール

テント、コテージ、グラウンドゴルフ
陶芸センター
射場、会議室、テニスコート
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公の施設における障害者等の無料利用対象施設一覧

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

施　設　名
入館料（個人利用）対象施設

対象となる場所
使（利）用料（主に団体利用）対象施設

対象となる場所
市立小中学校（校舎･柔剣道場・屋内運動場・
運動場・運動場夜間照明施設）

岡部支所分館

勤労青少年ホーム

瀬戸谷地区交流センター（藤の瀬会館と重複）
稲葉地区交流センター
藤枝地区交流センター
藤枝地区交流センター西館
葉梨地区交流センター
広幡地区交流センター
西益津地区交流センター
青島南地区交流センター
青島北地区交流センター
高洲地区交流センター
大洲地区交流センター

瀬戸谷総合管理センター（藤の瀬会館）　
大久保グラススキー場
大久保キャンプ場
陶芸センター
瀬戸谷屋内競技場（スポーツ・パル高根の郷）

各交流センター、岡部分館支所の
　学習室、研修室、研究室、イベントホール、
　集会室、大会議室
　料理実習室、調理室、和室、アトリエ、
　工芸室　　　　　　　　　　　　　等

各小中学校の
　武道場
　屋内運動場

藤枝市葉梨西北活性化施設

藤枝市朝比奈農村環境改善センター

加工体験室
集会室
加工体験室
多目的ホール
農産加工兼調理実習室
和室研修室、農事研修室、営農推進室

体育館
集会室
作法室、調理室　 

生涯学習センター
会議室、視聴覚室
ホール、展示ロビー
和室、調理室、工芸室

市民ホールおかべ ホール、会議室

文化センター 会議室
大小ホール

藤枝市郷土博物館・文学館 博物館・文学館

（入場無料）

主家歴史資料館

トレーニング室

壁打ち

個人使用

トレーニング室

講座学習室、特別展示室、講座視聴覚室
市民ギャラリー、展示室

国史跡志太郡衙資料館 映像学習室

岡部宿大旅籠柏屋

藤枝市民会館 ホール、会議室

藤枝市民体育館
競技場
卓球場
会議室

藤枝市武道館 道場
会議室

藤枝勤労者体育館
体育室
卓球室
小会議室

藤枝市民岡部体育館 体育館

藤枝市民グラウンド 野球場、サッカー場

藤枝市民テニス場 テニスコート
会議室

藤枝市民岡部テニス場 テニスコート

藤枝市民西益津温水プール　
藤枝市民大洲温水プール

プール
プール、トレーニング室

スキー、スクーター、バギー、リフト

陶芸センター

プール
プール、会議室

大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場 占用使用

藤枝市福祉センター（きすみれ） 高草の間
会議室、調理室

学習室、イベントホール

テント、コテージ、グラウンドゴルフ
陶芸センター
射場、会議室、テニスコート
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【助成額】

【対象者】

　自動車の操向装置及び駆動装置等の改造費で限度額は１００，０００円です。

　身体障害者手帳の交付を受けている１級・２級の肢体不自由者で、自ら所有し、かつ運転す
る自動車の操向装置または駆動装置を改造する必要がある方。
　※所得制限（重度障害者医療費助成（P12）と同基準）があります

　身体障害者手帳所持者が、就労等に伴い取得する自動車の改造に要する経費を助成します。

自動車改造費の助成

【問い合わせ先】

①申請書兼実績報告書 　　　②所得状況調書
③身体障害者手帳 　　　④運転免許証（免許取得前の場合は事前に相談）
⑤印かん 　　　⑥公的年金等の金額がわかるもの（年金証書等）
⑦車検証 　　　⑧改造仕様書
⑨改造費用の明細書及び領収書 　　　⑩改造前後の写真
⑪世帯全員の所得がわかる書類（所得課税証明書等）（１月１日以降に転入された方のみ）
⑫申請者のマイナンバーがわかるもの　⑬身元確認書類
上記①～⑬をお持ちになり、自立支援課へ申請してください。
※　改造内容や免許取得前の申請については、事前にご相談ください。
※　改造に要した経費の支払いが完了した日以後、４か月以内に申請してください。

　自立支援課　障害福祉係　電話　６４３－３２９４　　FAX　６４４－２９４１

【申請手続き】

藤枝市朝比奈活性化施設

農業担い手センター

藤枝市勤労者福祉センター（サンライフ藤枝）

藤枝市瀬戸谷温泉施設（ゆらく）

藤枝市岡部玉露の里

体験学習室、和室
ふれあい談話室
総菜加工室、菓子加工室

会議室

トレーニング室 体育室　　　　　      　
研修室、会議室、和室

浴場(延長時間は除く) 和室貸部屋　

瓢月亭 和室、小間

その他都市公園 占用使用

藤枝総合運動公園
蓮華寺池公園
御子ヶ谷公園
おかべ巨石の森公園　

グラウンドゴルフ サッカー、陸上、野球、会議室、多目的広場
野外音楽堂

多目的広場
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50

藤枝市朝比奈活性化施設

農業担い手センター

藤枝市勤労者福祉センター（サンライフ藤枝）

藤枝市瀬戸谷温泉施設（ゆらく）

藤枝市岡部玉露の里

体験学習室、和室
ふれあい談話室
総菜加工室、菓子加工室

会議室

トレーニング室 体育室　　　　　      　
研修室、会議室、和室

浴場(延長時間は除く) 和室貸部屋　

瓢月亭 和室、小間

その他都市公園 占用使用

藤枝総合運動公園
蓮華寺池公園
御子ヶ谷公園
おかべ巨石の森公園　

グラウンドゴルフ サッカー、陸上、野球、会議室、多目的広場
野外音楽堂

多目的広場

25

26

27

28

29

30


